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国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

（
国
土
交
通
省
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
八
〇
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
、
鉄

道
財
団
（
催
告
）、
軌
道
財
団
（
催
告
）、

無
縁
墳
墓
等
改
装
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明

関
係

会
社
そ
の
他

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
国
立
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
機
材
整
備

計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
政
府
と

の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
三
〇
四
）

〇
イ
エ
メ
ン
共
和
国
に
お
け
る
国
内
避
難
民

を
含
む
若
年
層
の
た
め
の
職
業
訓
練
支
援

計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
国
際
移
住
機
関
と
の
間
の
書
簡
の
交

換
に
関
す
る
件
（
同
三
〇
五
）

〇
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政

府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
三
〇
六
）

〇
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主

共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関

す
る
件
（
同
三
〇
七
）

〇
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
に
基
づ
く
贈

与
の
供
与
期
限
の
延
長
に
関
す
る
口
上
書

等
の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
三
〇
八
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
二
一
一
〜
一
二
一
七
）

〇
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
承

認
を
し
た
件
（
国
土
交
通
八
一
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
六
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
七
九
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
四
五
、
四
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
五
八
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

外
務
省

〔
褒

賞
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

牧
港
補
給
地
区
の
一
部
土
地
に
関
す
る
裁
決

の
申
請
等
に
関
す
る
公
告
（
防
衛
省
）

那
覇
港
湾
施
設
の
一
部
土
地
に
関
す
る
裁
決

の
申
請
等
に
関
す
る
公
告
（
同
）

東
北
地
方
整
備
局
公
示（
東
北
地
方
整
備
局
）

労

働

船
員
の
特
定
最
低
賃
金
の
改
正
の
決
定
に
関

し
、
関
係
船
員
及
び
関
係
使
用
者
の
意
見
聴

取
に
関
す
る
公
示
（
交
通
政
策
審
議
会
）

国
家
試
験

令
和
七
年
度
参
議
院
法
制
局
職
員
採
用
一
般

職
試
験（
大
卒
程
度
試
験﹇
社
会
人
経
験
者
﹈）

公
告
（
参
議
院
法
制
局
）

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
の
満
了

（
人
事
院
）





そ
の
他
告
示

取

極

贈
与
の
供
与
期
限

の
延
長
の
た
め
の

口
上
書
等
の
交
換

の
日
付

延
長
後
の
贈
与
の

供
与
期
限

鉄
道
中
央
監
視
シ
ス
テ
ム
及
び
保
安
機
材
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与

に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
政
府
と
の
間
の

交
換
公
文
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
付
け
）

令
和
七
年
二
月
十

七
日

令
和
八
年
八
月
三

十
一
日

緊
急
通
信
体
制
改
善
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ジ
ャ
マ
イ
カ
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
平
成
二
十
九
年
四
月
六
日

付
け
）

令
和
七
年
二
月
二

十
八
日

令
和
七
年
七
月
三

十
一
日

ニ
ア
ッ
サ
州
に
お
け
る
地
方
給
水
施
設
建
設
計
画
の
た
め
の
贈
与
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換

公
文
（
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
付
け
）

令
和
七
年
五
月
十

四
日

令
和
九
年
一
月
三

十
一
日

メ
ト
ロ
セ
ブ
水
道
区
汚
泥
管
理
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本

国
政
府
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
令
和
元

年
七
月
二
十
三
日
付
け
）

令
和
七
年
六
月
二

十
日

令
和
十
一
年
十
二

月
三
十
一
日

稲
種
子
生
産
能
力
向
上
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府

と
ガ
ー
ナ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
令
和
五
年
五
月
一
日

付
け
）

令
和
七
年
六
月
二

十
日

令
和
十
年
七
月
三

十
一
日

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
外
務
省
告
示
第
三
百
四
号

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日
に
東
京
で
、
国
立
文
化
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
機
材
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る

次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国

政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
交
換
公
文
は
、
令
和
七
年
七
月
十
四
日
に
効
力
を

生
じ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

国
立
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
機
材
整
備
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産

物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

一
億
八
千
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
年
八
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日

本

側

藤
井
比
早
之
外
務
副
大
臣

エ
ジ
プ
ト
側

ラ
ニ
ア
・
ア
ル
・
マ
シ
ャ
ー
ト
計
画
・

経
済
開
発
・
国
際
協
力
大
臣

令
和
七
年
八
月
十
八
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
五
号

令
和
七
年
七
月
十
三
日
に
リ
ヤ
ド（
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
）

で
、
イ
エ
メ
ン
共
和
国
に
お
け
る
国
内
避
難
民
を
含
む
若

年
層
の
た
め
の
職
業
訓
練
支
援
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
移
住
機
関
と
の
間

に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

国
内
避
難
民
を
含
む
若
年

層
の
た
め
の
職
業
訓
練
支
援
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

三
億
五
千
六
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

中
島
洋
一
在
イ
エ
メ
ン
大
使

国
際
移
住
機
関
側

ア
シ
ュ
ラ
フ
・
エ
ル
・
ヌ
ー
ル
在

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
事
務
所
長

令
和
七
年
八
月
十
八
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
六
号

令
和
七
年
七
月
三
日
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
、
人
材
育
成
奨

学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交

換
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

四
億
四
千
二
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日

本

側

植
野
篤
志
在
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使

カ
ン
ボ
ジ
ア
側

プ
ラ
ッ
ク
・
ソ
コ
ン
副
首
相
兼
外
務

国
際
協
力
大
臣

令
和
七
年
八
月
十
八
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
七
号

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
に
デ
ィ
リ
で
、
人
材
育
成
奨

学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交

換
が
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ

た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

二
億
三
千
四
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日

本

側

生
稲
晃
子
外
務
大
臣
政
務
官

東
テ
ィ
モ
ー
ル
側

ベ
ン
デ
ィ
ト
・
ド
ス
・
サ
ン
ト

ス
・
フ
レ
イ
タ
ス
外
務
・
協
力
大

臣

令
和
七
年
八
月
十
八
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
八
号

別
表
上
欄
に
掲
げ
る
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
に
基
づ
く
贈
与
の
供
与
期
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
中
欄
の
日
に
行

わ
れ
た
口
上
書
等
の
交
換
に
よ
り
別
表
下
欄
の
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
大

字
上
陳
字
天
神
免
七
三
六
、
七
三
七
の
一
か
ら
七
三
七

の
四
ま
で
、
字
新
道
一
二
一
三
、
一
二
二
四
・
一
二
二

六
合
併
七
、
一
二
二
四
・
一
二
二
六
合
併
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

天
神
免
七
三
六
・
七
三
七
の
一
・
七
三
七
の

三
・
七
三
七
の
四
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
七
三
七
の
二
、
字
新
道

一
二
一
三
・
一
二
二
四
・
一
二
二
六
合
併
七
・
一

二
二
四
・
一
二
二
六
合
併
八
（
以
上
三
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
益
城
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
大
字

田
川
字
岩
本
一
六
六
七
、
一
六
六
七
の
二
、
一
六
六
九

の
一
、
一
六
七
三
の
二
、
一
六
七
四
、一
七
七
九
の
一
、

一
七
七
九
の
二
、
一
七
八
〇
の
一
、
一
七
八
〇
の
二
、

一
七
八
一
の
一
、
一
七
八
一
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

岩
本
一
六
六
七
・
一
六
六
七
の
二
・
一
六
七

三
の
二
・
一
七
七
九
の
一
・
一
七
八
〇
の
一
・
一

七
八
一
の
一
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
一
六
六
九
の
一
、
一
七
八
〇

の
二

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
芦
北
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）





令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
具

谷
七
二
字
ト
ゴ
ロ
谷
一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四

の
一
、
四
の
二
、
七
三
字
落
合
平
一
の
一
、
二
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。七

二
字
ト
ゴ
ロ
谷
一
の
一
・
二
の
一
・
三
の

一
・
七
三
字
落
合
平
一
の
一
・
二
の
一
（
以
上
五

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
及
び
南
越
前
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

宮
城
県
登
米
市
登
米
町
大
字

日
根
牛
字
中
山
二
八
の
二
か
ら
二
八
の
四
ま
で
、三
二
、

三
二
の
一
、
三
三
、
四
九
か
ら
五
一
ま
で
、
津
山
町
柳

津
字
舘
石
一
二
四
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮

城
県
庁
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
鳥
取
市
佐
治
町
余
戸

字
南
和
田
八
〇
一
、
八
〇
二
、
八
〇
三
の
一
、
八
〇
三

の
二
、
八
〇
七
、
八
〇
七
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鳥

取
県
庁
及
び
鳥
取
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
鳥
取
市
下
味
野
字
竹

谷
六
六
二
の
三
か
ら
六
六
二
の
五
ま
で
、八
四
三
の
三
、

八
四
七
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鳥

取
県
庁
及
び
鳥
取
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日農

林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
球
磨
郡
球
磨
村
大
字

一
勝
地
甲
字
那
良
川
一
八
三
一
の
一
、一
八
三
一
の
四
、

一
八
三
一
の
六
、
一
八
三
八
の
一
、
一
八
三
八
の
四

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊

本
県
庁
及
び
球
磨
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
七
月
二
十
九
日
付

け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5812号

捜
索
救
助
用
位
置

指
示
送
信
装
置

T
ro
n
A
IS 
S
A
‑

R
T

Ｊ
Ｏ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ａ

Ｓ
R
in
g
d
a
lsk
o
g
en 8, 3720

L
a
‑

rv
ik
,K
in
g
d
o
m
o
f
N
o
rw
a
y

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

宮
城
県
栗
原
市
金
成
沢
辺
神
林
一
六
四
番
一
か
ら
同
市
金
成

沢
辺
神
林
前
一
八
五
番
一
ま
で

前後

二
三
・
三
一
〜
八
〇
・
一
八

二
三
・
三
一
〜
八
五
・
七
〇

〇
・
二
三
〇

〇
・
二
三
〇

図
面
縦
覧
場
所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
仙
台
河
川
国
道
事
務
所





道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
南
堀
川
町
一

三
一
五
番
三
か
ら
呉
市
本
通
二
丁
目

一
番
一
五
ま
で

前

Ａ

一
〇
〇
〇
〜

七
九
〇
〇
二
〇
〇
五
三

上
記
Ａ
・
Ｂ
は
、
関

係
図
面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を
い

う
。

Ｂ

二
〇
〇
〇
〜
二
七
九
〇
〇
一
五
九
〇
〇

後

Ａ

一
〇
〇
〇
〜
一
五
七
三
二
二
〇
〇
五
三

Ｂ

二
〇
〇
〇
〜
二
七
九
〇
〇
一
五
九
〇
〇

図
面
縦
覧
場
所

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
広
島
国
道
事
務
所

国
会
事
項

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
九
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

関
東
地
方
整
備
局
長

橋
本

雅
道

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

十
九
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

長
野
県
東
筑
摩
郡
生
坂
村
大
字
東
広
津
一
三
一
五
六
番
四
地

先
か
ら
同
村
大
字
東
広
津
一
二
三
〇
五
番
六
地
先
ま
で

前後

一
〇
・
六
三
〜
二
七
・
三
四

一
四
・
三
三
〜
七
〇
・
四
五

〇
・
〇
八
四

〇
・
〇
八
四

図
面
縦
覧
場
所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
長
野
国
道
事
務
所

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
し

た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

一

施
行
者
の
名
称

石
川
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

金
沢
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
四
十
六
号
観
音
堂
辰
巳
線

三

事
業
施
行
期
間

自
令
和
七
年
八
月
十
八
日
至
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

石
川
県
金
沢
市
末
町
及
び
辰
巳
町
地
内

使
用
の
部
分

な
し

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
し

た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

一

施
行
者
の
名
称

石
川
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

金
沢
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
四
十
六
号
観
音
堂
辰
巳
線

三

事
業
施
行
期
間

自
令
和
七
年
八
月
十
八
日
至
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

石
川
県
金
沢
市
末
町
地
内

使
用
の
部
分

な
し

〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
八
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

中
国
地
方
整
備
局
長

杉
中

洋
一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
十
一
号

衆

議

院

通
知
書
受
領

八
月
八
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
吉
川
里
奈
提
出
瀬
戸

内
海
・
笠
佐
島
に
お
け
る
中
国
資
本
に
よ
る
土
地
取
得
と

安
全
保
障
上
の
懸
念
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事

項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要

す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨

の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知

書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
松
尾
明
弘
提
出
「
国
民

の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
」
に

関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年

八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
山
井
和
則
提
出
歯
科
医

療
機
関
へ
の
物
価
高
騰
や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
対
応
支
援
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質

問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時

を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す

る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
櫻
井
周
提
出
パ
レ
ス
チ

ナ
国
家
承
認
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ

い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た

め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会

法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受

領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
櫻
井
周
提
出
大
阪
・
関

西
万
博
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
建
設
工
事
請
負
代
金
未
払
い
問

題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和

七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十

五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
櫻
井
周
提
出
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
選
挙
に
関
す
る
虚
偽
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る

状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令

和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七

十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
提
出
日
中

間
の
文
書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、

令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第

七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。又

同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
提
出
報
道

に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七

年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五

条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
田
村
貴
昭
提
出
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
等
の
必
要
な
医
療
の
確
保
に
関
す
る
質

問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五

日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後

段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
山
崎
誠
提
出
「
青
森
県

と
の
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬
出
期
限
の
約
束
を
守
る

件
」
及
び
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る

法
律
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、

令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第

七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。又

同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
山
崎
誠
提
出
六
ヶ
所
再

処
理
工
場
で
発
生
す
る
廃
棄
物
及
び
放
射
性
廃
棄
物
の
貯

蔵
・
処
分
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、

令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第

七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。又

同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
山
崎
誠
提
出
原
子
力
発

電
所
へ
の
ド
ロ
ー
ン
と
み
ら
れ
る
飛
行
体
の
侵
入
と
そ
の

対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令

和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七

十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。又

同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
櫻
井
周
提
出
令
和
六
年

度
決
算
に
お
け
る
決
算
剰
余
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し

て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ

に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に

答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。





人
事
異
動

令和年月日 月曜日 第号官 報

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
提
出
東
京
電

力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
う
「
除
去
土
壌
」
の
再
生
利

用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和

七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十

五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
た
が
や
亮
提
出
皇
位
継

承
資
格
を
女
子
・
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
の
意
義
に
関
す

る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月

十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
提
出
政
権
に

関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年

八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
提
出
参
議
院

選
挙
結
果
を
踏
ま
え
た
石
破
内
閣
の
経
済
政
策
に
関
す
る

質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十

五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
提
出
外
国
勢

力
に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
た
選
挙
へ
の
介
入
に
関
す
る

質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十

五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
鈴
木
敦
提
出
政
見
放
送

の
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、

質
問
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日

時
を
要
す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁

す
る
旨
の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ

る
通
知
書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
山
川
仁
提
出
日
米
、
核

使
用
シ
ナ
リ
オ
報
道
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事

項
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要

す
る
た
め
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨

の
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知

書
を
受
領
し
た
。

又
同
日
内
閣
か
ら
衆
議
院
議
員
松
原
仁
提
出
外
国
資
本

に
よ
る
不
動
産
市
場
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン

グ
の
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
質
問
事
項
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た
め
、

令
和
七
年
八
月
十
五
日
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国
会
法
第

七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
受
領
し

た
。

勧
告
書
受
領

八
月
七
日
人
事
院
総
裁
川
本
裕
子
か
ら
次
の
勧
告
書
を

受
領
し
た
。

国
家
公
務
員
法
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
等
に
基
づ
く
公
務
員
人
事
管
理
に
つ
い
て
の
報
告
及

び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
の
報
告
、
勧
告

参

議

院

通
知
書
受
領

八
月
八
日
内
閣
か
ら
、
次
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
日
時
を
要
す
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
明
示
す
る
期
限
ま
で
に
答
弁
す
る
旨
の
国

会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
各
通
知
書

を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
提
出
戦
後
八
十
年
に
際
す
る
首

相
見
解
の
形
式
及
び
位
置
付
け
に
関
す
る
質
問
（
第
一

号
）（
答
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
提
出
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
言
論
操

作
及
び
政
府
答
弁
の
整
合
性
に
関
す
る
質
問（
第
二
号
）

（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
提
出
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
を
含
む
薬

物
問
題
及
び
外
国
勢
力
に
よ
る
影
響
工
作
へ
の
国
家
安

全
保
障
上
の
対
応
に
関
す
る
質
問
（
第
三
号
）（
同

八

月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
提
出
共
産
主
義
及
び
文
化
的
マ

ル
ク
ス
主
義
の
浸
透
と
国
家
制
度
へ
の
影
響
に
関
す
る

質
問
（
第
四
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
山
本
太
郎
提
出
ト
ラ
ン
プ
関
税
対
策
と
し

て
の
内
需
拡
大
策
に
関
す
る
質
問
（
第
五
号
）（
同

八

月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
山
本
太
郎
提
出
ト
カ
ラ
列
島
近
海
群
発
地

震
被
災
者
へ
の
支
援
に
関
す
る
質
問
（
第
六
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
山
本
太
郎
提
出
実
動
組
織
に
よ
る
原
発
避

難
支
援
が
必
要
と
な
る
被
曝
線
量
限
度
に
関
す
る
質
問

（
第
七
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
山
本
太
郎
提
出
「
日
本
は
ス
パ
イ
天
国
」

と
い
う
評
価
及
び
「
ス
パ
イ
防
止
法
」
制
定
に
関
す
る

質
問
（
第
八
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
安
達
悠
司
提
出
憲
法
を
一
か
ら
考
え
る
教

育
に
関
す
る
質
問
（
第
九
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
安
達
悠
司
提
出
選
挙
演
説
妨
害
の
取
締
強

化
に
関
す
る
質
問
（
第
一
〇
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
提
出
ガ
ザ
地
区
の
人
道
危
機

を
鑑
み
た
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
承
認
に
関
す
る
質
問
（
第

一
一
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
提
出
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
違

法
な
パ
レ
ス
チ
ナ
占
領
政
策
及
び
軍
事
行
動
を
支
援
す

る
日
本
企
業
に
対
す
る
人
権
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
強

化
に
関
す
る
質
問
（
第
一
二
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
百
田
尚
樹
提
出
国
土
交
通
大
臣
任
命
に
関

す
る
質
問
（
第
一
三
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
百
田
尚
樹
提
出
拉
致
問
題
担
当
の
内
閣
官

房
参
与
二
名
の
辞
任
に
関
す
る
質
問
（
第
一
四
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
奥
田
ふ
み
よ
提
出
老
齢
労
働
者
及
び
老
齢

事
業
主
の
窮
状
に
鑑
み
た
基
礎
年
金
早
期
引
上
げ
の
必

要
性
に
関
す
る
質
問（
第
一
五
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
提
出
記
入
済
み
の
投
票
用
紙

を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
投
稿
す
る
こ
と
の
是
非
に
関
す
る
質
問

（
第
一
六
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
提
出
パ
レ
ス
チ
ナ
を
国
家
と

し
て
承
認
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
（
第
一
七
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
松
田
学
提
出
外
国
人
及
び
外
国
系
法
人
に

よ
る
土
地
取
得
規
制
に
関
す
る
質
問
（
第
一
八
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
松
田
学
提
出
我
が
国
の
領
土
保
全
を
脅
か

す
中
国
海
警
船
舶
の
接
続
水
域
長
期
巡
航
へ
の
対
応
に

関
す
る
質
問
（
第
一
九
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
ラ
サ
ー
ル
石
井
提
出
「
国
民
の
安
全
・
安

心
の
た
め
の
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
強

制
送
還
の
実
態
に
関
す
る
質
問
（
第
二
〇
号
）（
同

八

月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
蓮
舫
提
出
日
米
関
税
交
渉
に
関
す
る
質
問

（
第
二
一
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
提
出
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ
ラ

ン
の
実
施
状
況
に
関
す
る
質
問
（
第
二
二
号
）（
同

八

月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
青
木
愛
提
出
木
更
津
駐
屯
地
に
暫
定
配
備

さ
れ
て
い
た
オ
ス
プ
レ
イ
に
関
す
る
質
問（
第
二
三
号
）

（
同

八
月
十
五
日
）

参
議
院
議
員
青
木
愛
提
出
オ
ス
プ
レ
イ
の
安
全
性
並
び

に
オ
ス
プ
レ
イ
を
含
め
た
防
衛
装
備
品
の
調
達
及
び
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
に
関
す
る
質
問
（
第
二
四
号
）（
同

八
月
十
五
日
）

報
告
及
び
勧
告
受
領

八
月
七
日
人
事
院
総
裁
か
ら
、
国
家
公
務
員
法
、
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
公
務
員
人

事
管
理
に
つ
い
て
の
報
告
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

つ
い
て
の
報
告
、
勧
告
を
受
領
し
た
。

内

閣

国
務
大
臣

阿
部

俊
子

（
あ
べ

俊
子
）

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
中
根
順
子
（
三
原
じ
ゅ
ん
子
）
帰

朝
に
つ
き
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
こ
ど
も
政
策
少
子

化
対
策
若
者
活
躍
男
女
共
同
参
画
及
び
共
生
・
共
助
）

事
務
代
理
を
免
ず
る
（
八
月
十
三
日
）

法

務

省

蘆
立

順
美

安
倍

嘉
一

池
田

悠

石
田

信
平

石
田

眞
得

一
ノ
澤
直
人

稲
葉

一
将

井
上

和
治

井
上

武
史

今
津

幸
子

岩
本

文
男

宇
藤

崇

浦
田

悠
一

占
部

洋
之

大
槻

文
俊

大
林

啓
吾

岡
庭

幹
司

尾
島

茂
樹

小
田

勇
一

大
日
方
信
春

片
桐

直
人

片
山

隆
夫

金
子

敏
哉

金
子

直
史

亀
井
源
太
郎

北
川

徹

北
島

典
子

北
見

宏
介

木
村

琢
麿

金

春

櫛
橋

明
香

葛
原

力
三

髙

秀
成

小
林

学

齊
藤

彰
子

齊
藤

高
広

酒
井

博
行

始
関

正
光

柴
田

憲
司

志
甫

治
宣

嶋
矢

貴
之

下
井

康
史

白
石

大

杉
原

則
彦

杉
本

一
敏

鈴
木

隆
元

瀬
戸
口
壯
夫

園
田

賢
治

竹
中

悟
人

田
澤

元
章

玉
井

利
幸

田
山

聡
美

土
田

亮

鶴
田

滋

道
垣
内
正
人

戸
部

真
澄

友
岡

史
仁

中
井

淳

中
林

暁
生

中
村

新

長
屋

文
裕

成
瀬

剛

西
部

俊
宏

野
田

耕
志

芳
賀

雅
顯

橋
本

陽
子

蓮
井

俊
治

原

己

原

弘
明

原
田

和
往

原
田

昌
和

深
町

晋
也

福
島

洋
尚

星

周
一
郎

堀
野

出

本
庄

淳
志

正
木

宏
長

松
下

祐
記

松
田

岳
士

松
戸

浩

皆
川

宏
之

南
川

和
宣

宮
木

康
博

宮
下

修
一

村
瀬

均

矢
部

耕
三

山
木
戸
勇
一
郎

山
下

昇

横
溝

大

吉
池

信
也

吉
開

多
一

若
林
亜
理
砂

和
田

俊
憲

渡
部
美
由
紀

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事

多
田

尚
史

令
和
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
（
各
通
）


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検
事

青
野

卓
也

同

植
松

秀
治

同

栗
原

一
紘

同

玉
本

将
之

同

筒
井

督
雄

同

道
面

正
朋

同

畑

佳
秀

同

早
渕

宏
毅

同

星
野

郁
也

同

松
枝

正
宣

同

松
本

麗

同

三
井
田

守

同

村
上

史
祥

検
事
兼
法
務
事
務
官

倉

龍
輔

同

佐
藤

祐
矢

検
事
兼
外
務
事
務
官

池
田

美
穂

検
事
兼
財
務
事
務
官

加
藤

和
輝

令
和
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

（
各
通
）検

事

今
井

誠

同

中
塩

東
吾

令
和
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

令
和
七
年
司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

（
各
通
）検

事

千
代
延
博
晃

同

中
野

浩
一

令
和
七
年
司
法
試
験
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

令
和
七
年
司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除

す
る
（
各
通
）（
以
上
八
月
十
三
日
）

外

務

省

（
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
兼
レ
ソ
ト
国

駐
箚
）
特
命
全
権
大
使

志
水

史
雄

兼
ね
て
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
国
駐
箚
を
命
ず
る（
六
月
十
三
日
）

特
命
全
権
大
使

西
内

和
彦

ハ
イ
チ
国
駐
箚
を
命
ず
る
（
六
月
二
十
五
日
）

（
大
臣
官
房
審
議
官
（
経
済
局
、
国

際
協
力
局
担
当
））外
務
事
務
官

日
下
部
英
紀

経
済
局
の
併
任
を
解
除
す
る

国
際
協
力
局
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
府
に
出
向
さ
せ
る

（
大
臣
官
房
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官
（
総
合
外

交
政
策
局
、
領
事
局
担
当
））同

斉
田

幸
雄

総
合
外
交
政
策
局
の
併
任
を
解
除
す
る

領
事
局
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
官
房
に
出
向
さ
せ
る
（
以
上
七
月
一
日
）

（
北
米
局
長
）
外
務
事
務
官

有
馬

裕

総
合
外
交
政
策
局
長
に
配
置
換
す
る

（
大
臣
官
房
審
議
官
（
北
米
局
担
当
））

同

熊
谷

直
樹

北
米
局
長
に
昇
任
さ
せ
る

北
米
局
の
併
任
を
解
除
す
る

（
大
臣
官
房
参
事
官
（
中
東
ア
フ
リ

カ
局
、
中
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ

カ
部
担
当
））同

三
宅

浩
史

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

（
大
臣
官
房
参
事
官
（
ア
ジ
ア
大
洋

州
局
、
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア

ジ
ア
部
担
当
））同

門
脇

仁
一

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

北
米
局
に
併
任
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
の
併
任
を
解
除
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア
ジ
ア
部
の
併
任
を
解
除
す
る

（
大
臣
官
房
参
事
官
（
総
合
外
交
政

策
局
、
北
米
局
担
当
））同

山
本

文
土

総
合
外
交
政
策
局
の
併
任
を
解
除
す
る

（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使

館
参
事
官
（
公
使
））同

三
宅

史
人

大
臣
官
房
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官
に

転
任
さ
せ
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

領
事
局
に
併
任
す
る

（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使

館
参
事
官
（
公
使
））同

野
村

恒
成

大
臣
官
房
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
に
併
任
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア
ジ
ア
部
に
併
任
す
る

（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
国
家
安

全
保
障
局
））内
閣
事
務
官

室
田

幸
靖

外
務
事
務
官
（
在
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
日
本
国
総
領
事
館
総
領

事
）
に
転
任
さ
せ
る

（
大
臣
官
房
参
事
官
（
ア
ジ
ア
大
洋

州
局
、
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア

ジ
ア
部
担
当
））外
務
事
務
官

柏
原

裕

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
の
併
任
を
解
除
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア
ジ
ア
部
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
官
房
に
出
向
さ
せ
る
（
以
上
七
月
十
四
日
）

（
北
米
局
北
米
第
一
課
企
画
官
）
外

務
事
務
官

黒
石

亮

中
南
米
局
南
米
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

北
米
局
日
米
安
全
保
障
条
約
課
の
併
任
を
解
除
す
る

大
臣
官
房
総
務
課
（
沖
縄
事
務
所
）
の
併
任
を
解
除
す
る

（
中
南
米
局
南
米
課
長
）
同

塚
本

康
弘

在
エ
ジ
プ
ト
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る
（
以

上
七
月
十
八
日
）

内
閣
府
事
務
官

西
崎

寿
美

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
審
議
官
）
に
転
任
さ
せ
る

経
済
局
に
併
任
す
る

国
際
協
力
局
に
併
任
す
る
（
七
月
三
十
一
日
）

紺
綬
褒
章

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
紺
綬
褒
章
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

高
橋

秀
之

井
上

篤
博

仲
佐

良
子

神
保

征
祐

神
保

直
子

香
川

敏
也

藤

丈
浩

和
田

武

吉
田

正
樹

宮
本

一

角
田

和
夫

宮
崎

俊
博

吉
田

広
志

瀬
口

二
郎

齊
藤

大
直

生
越

仁
子

土
井

雅
雄

中
川

和
彦

北
井

一
夫

分
部
美
那
子

林

裕
美
子

重
松

英

福
田

光
一

斉
藤

悦
子

小
林

千
春

酒
井

哲
也

谷
内

麗
子

山
岸

惠
子

谷
田
部

哲

松
田

芳
己

矢
沢

永
吉

石
黒

竜

大
浦

夏
樹

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯
を
授
か
っ
た
者

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
畠

昌
已

宮
本

洋
一

宮
本

伸
子

田
村

昭
子

糟
谷
マ
ツ
子

鈴
木

知
子

浮
田

益
子

藤
原

彰

高
田

猛

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
並
び
に
同
第
五
条
に

よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
飾
版

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
を
授
か
っ
た

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

小
林

賢
次

小
林

道
子

永
野
梅
太
郎

桐
山

滋
章

村
上

美
晴

羽
賀

昭
雄

寺
山

樹
生

岸

浩
司

梅
村

孝
雄

村
瀬

達
彦

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る
（
各
通
）

池

俊
明

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
二
個
を
授
け
る

四
方

祥
樹

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
四
個
を
授
け
る

丹

み
つ

褒
章
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る

紺
綬
褒
章
飾
版
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
並
び
に
賞
杯

を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

森
野

泰
明

武
井

健
晃

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け

る
（
各
通
）

褒
状公

益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
褒
状
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

西
部
電
機
株
式
会
社

三
菱
自
動
車
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
ア
マ
ネ
ク

日
本
フ
ェ
ン
オ
ー
ル
株
式
会
社

深
田
サ
ル
ベ
ー
ジ
建
設
株
式
会
社

株
式
会
社
藤
商
事

ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
株
式
会
社

フ
ジ
ア
ル
テ
株
式
会
社

株
式
会
社
ク
リ
ハ
ラ
ン
ト

株
式
会
社
加
藤
組

三
光
機
械
株
式
会
社

株
式
会
社
内
藤
建
築
事
務
所

株
式
会
社
Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｖ
Ｅ

ス
テ
ラ
ケ
ミ
フ
ァ
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｇ
Ｓ
ユ
ア
サ

株
式
会
社
鹿
内
組

株
式
会
社
Ｍ
ｉ
ｚ
ｋ
ａ
ｎ

宗
教
法
人
千
代
保
稲
荷
神
社

株
式
会
社
ア
シ
ッ
ク
ス

吉
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社





官

庁

報

告

二

使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
及
び
明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
係
る
土
地
の
所
在
、
地
番
及
び
地
目

所

在

地

番

地

目

沖
縄
県
浦
添
市
字
城
間
前
原

一
九
四
番

雑
種
地

二

使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
及
び
明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
係
る
土
地
の
所
在
、
地
番
及
び
地
目

所

在

地

番

地

目

沖
縄
県
那
覇
市
住
吉
町
三
丁
目

七
二
番

宅
地

沖
縄
県
那
覇
市
住
吉
町
三
丁
目

三
二
八
番

宅
地

令和年月日 月曜日 第号官 報

官

庁

事

項

牧
港
補
給
地
区
の
一
部
土
地
に
関
す
る
裁
決
の
申
請
等
に
関
す
る
公
告

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十

九
号
。
以
下
単
に
「
土
地
収
用
法
」
と
い
う
。）第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

沖
縄
県
収
用
委
員
会
か
ら
裁
決
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
係
る
書
類
の
写
し
が
送
付

さ
れ
た
の
で
、土
地
収
用
法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、

当
該
書
類
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一

裁
決
の
申
請
等
が
あ
っ
た
旨
に
つ
い
て

沖
縄
防
衛
局
長
か
ら
沖
縄
県
収
用
委
員
会
に
対
し
て
、
土
地
収
用
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
申

請
書
の
添
付
書
類
中
省
略
さ
れ
た
部
分
の
補
充
及
び
土
地
収
用
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
裁

決
の
申
立
て
が
あ
っ
た
。

三

縦
覧
場
所

沖
縄
県
浦
添
市
安
波
茶
一
丁
目
一
番
一
号

浦
添
市
役
所

四

縦
覧
期
間

令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で

五

土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
等
の
意
見
提
出

土
地
収
用
法
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
は
右
縦
覧

期
間
内
に
、
損
失
の
補
償
の
決
定
に
よ
っ
て
権
利
を
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
は
収
用
委
員
会
の
審
理
が
終
わ
る

ま
で
は
、
沖
縄
県
収
用
委
員
会
（
郵
便
番
号
九
〇
〇

八
五
七
〇

沖
縄
県
那
覇
市
泉
崎
一
丁
目
二
番
二
号
）
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

防
衛
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

坂
井

学

那
覇
港
湾
施
設
の
一
部
土
地
に
関
す
る
裁
決
の
申
請
等
に
関
す
る
公
告

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十

九
号
。
以
下
単
に
「
土
地
収
用
法
」
と
い
う
。）第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

沖
縄
県
収
用
委
員
会
か
ら
裁
決
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
係
る
書
類
の
写
し
が
送
付

さ
れ
た
の
で
、土
地
収
用
法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、

当
該
書
類
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一

裁
決
の
申
請
等
が
あ
っ
た
旨
に
つ
い
て

沖
縄
防
衛
局
長
か
ら
沖
縄
県
収
用
委
員
会
に
対
し
て
、
令
和
七
年
四
月
十
一
日
に
土
地
収
用
法
第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
の
申
請
及
び
土
地
収
用
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
裁
決
の
申
立
て
が

あ
っ
た
。

三

縦
覧
場
所

沖
縄
県
那
覇
市
前
島
三
丁
目
二
四
番
地
三
の
一

沖
縄
防
衛
局
那
覇
出
張
所

四

縦
覧
期
間

令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で

五

土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
等
の
意
見
提
出

土
地
収
用
法
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
は
右
縦
覧

期
間
内
に
、
損
失
の
補
償
の
決
定
に
よ
っ
て
権
利
を
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
は
収
用
委
員
会
の
審
理
が
終
わ
る

ま
で
は
、
沖
縄
県
収
用
委
員
会
（
郵
便
番
号
九
〇
〇

八
五
七
〇

沖
縄
県
那
覇
市
泉
崎
一
丁
目
二
番
二
号
）
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

防
衛
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

坂
井

学

東
北
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

マ
リ
ン
フ
ー
ド
株
式
会
社

株
式
会
社
京
進

一
丸
フ
ァ
ル
コ
ス
株
式
会
社

岩
田
屋
フ
ー
ド
株
式
会
社

ポ
ル
シ
ェ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ベ
ア
ッ
ク

株
式
会
社
エ
フ
シ
イ
ズ

春
貴
株
式
会
社

信
越
明
星
株
式
会
社

株
式
会
社
あ
き
ん
ど
ス
シ
ロ
ー

自
然
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

株
式
会
社
ヨ
ド
バ
シ
カ
メ
ラ

株
式
会
社
ア
タ
ゴ

株
式
会
社
リ
ベ
ロ

株
式
会
社
ア
ル
テ
カ

株
式
会
社
金
太
郎
カ
ン
パ
ニ
ー

た
ち
建
設
株
式
会
社

有
限
会
社
イ
ー
リ
ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

リ
ス
ト
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
株
式
会
社

株
式
会
社
サ
カ
モ
ト

東
急
不
動
産
株
式
会
社

株
式
会
社
メ
ガ

株
式
会
社
Ｎ
Ｆ
Ｔ

褒
章
条
例
第
二
条
に
よ
り
褒
状
を
授
け
る
（
各
通
）

リ
ゾ
ー
ト
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

株
式
会
社
ツ
ー
・
ナ
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

褒
章
条
例
第
二
条
に
よ
り
褒
状
二
枚
を
授
け
る
（
各
通
）

追
賞
褒
状

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
褒
状
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

故
吉
岡
順
遺
族

吉
岡

昌
一

故
久
保
修
一
遺
族

久
保

初
美

故
蘆
田
道
昭
遺
族

蘆
田

信
夫

故
水
田
隆
男
遺
族

水
田
知
惠
子

故
原
茂
雄
遺
族

原

琴
子

故
服
部
稔
遺
族

服
部

好
治

褒
章
条
例
第
六
条
に
よ
り
褒
状
を
授
け
る
（
各
通
）

追
賞
賜
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
七
月
三
十
日
、
賞
杯
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

故
田
中
敦
子
遺
族

田
中

幸
政

褒
章
条
例
第
六
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け
る





令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 百 八 号

占 用 を 制 限 す る 区 域

区 域 備 考

宮 城 県 大 崎 市 古 川 大 幡 字 新 田 一 二 〇 番 二 か ら 同 市 古 川 稲 葉 四 丁 目 二 一 一 番 三

ま で
制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件 新 た に 地 上 に 設 け る 電 柱 （ 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 よ り 前 に 占 用 を

認 め ら れ た 電 柱 の 更 新 又 は 移 設 に よ る も の を 除 く 。 ）

た だ し 、 電 柱 を 地 上 に 設 け る や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 該 道 路 の

敷 地 外 に 直 ち に 用 地 を 確 保 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

占 用 を 制 限 す る 理 由 緊 急 輸 送 道 路 の 占 用 を 制 限 す る こ と に よ り 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 に

お け る 被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 。

占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 七 年 八 月 十 八 日

図 面 縦 覧 場 所 東 北 地 方 整 備 局 及 び 同 局 仙 台 河 川 国 道 事 務 所

労 働

船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
交通政策審議会は、全国内航鋼船運航業最低賃
金（平成８年運輸省最低賃金公示第５号）、海上
旅客運送業最低賃金（平成８年運輸省最低賃金公
示第６号）、漁業（かつお・まぐろ）最低賃金（令
和４年国土交通省最低賃金公示第４号）及び漁業
（いか釣り）最低賃金（令和７年国土交通省最低
賃金公示第４号）の改正の決定について調査審議
を行うため、最低賃金法（昭和34年法律第137号）
第37条第３項において準用する同法第25条第５項
の規定により、本事案について関係船員及び関係
使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする
者は、意見を記載した書面（様式任意）に意見提
出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日
から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵
便番号1008918東京都千代田区霞が関二丁目１
番３号」あて提出されたい。
１ 事案の要旨 最低賃金法第35条第７項の規定
に基づく、下記３に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記３に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
２ 適用する地域 全国
３ 適用する使用者
 船員法（昭和22年法律第100号）第１条に
規定する船舶であって、国内各港間のみを航
海する鋼船（次の各号に掲げるものを除く。）

の船舶所有者（船員法第５条の規定に基づき、
船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を
含む。）
 はしけ
 内航海運業法（昭和27年法律第151号）
第２条第１項各号に掲げる船舶
 海上旅客運送業又はサルベージ業に従事
する船舶
 平水区域を航行区域とする船舶及び沿海
区域を航行区域とする総トン数100トン未
満の船舶

 船員法（昭和22年法律第100号）第１条に
規定する船舶であって、旅客運送の用に供す
るもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有
者（船員法第５条の規定に基づき、船舶所有
者に関する規定の適用を受ける者を含む。）
 遠洋区域を航行区域とする船舶
 近海区域を航行区域とする船舶
 沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶（その航行区域が平水区域
から当該船舶の最強速力で２時間以内に往
復できる区域に限定されている船舶を除
く。）

 船員法（昭和22年法律第100号）第１条に
規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業
（漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭
和38年農林省令第５号）第２条第12号に掲げ
る漁業をいう。）の用に供する漁船の船舶所有
者（船員法第５条の規定に基づき、船舶所有
者に関する規定の適用を受ける者を含む。）

 船員法（昭和22年法律第100号）第１条に
規定する船舶であって、いか釣り漁業（漁業
の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年
農林省令第５号）第２条第17号に掲げる漁業
をいう。）の用に供する漁船の船舶所有者（船
員法第５条の規定に基づき、船舶所有者に関
する規定の適用を受ける者を含む。）
令和７年８月 18 日

交通政策審議会会長 橋本 英二

国 家 試 験

令和７年度参議院法制局職員採用一般職試験（大
卒程度試験［社会人経験者］）公告
令和７年度参議院法制局職員採用一般職試験

（大卒程度試験［社会人経験者］）について次のと
おり告知する。
令和７年８月 18 日 参議院法制局
１ 試験の名称
参議院法制局職員採用一般職試験（大卒程度
試験［社会人経験者］）
２ 採用及び待遇
 採用予定日 原則として、令和８年１月１
日
 採用予定人数 若干名
 待遇 本試験により採用される者の経験年
数と同程度の経験年数を有する国家公務員採
用一般職試験（大卒程度試験）により採用さ
れた職員（係員級又は係長級）が受ける給料
月額との均衡を考慮した待遇

４ 試験の内容等
 第１次試験
基礎能力試験（多肢選択式）及び一般論文試
験
 実施日 令和７年９月21日（日）
 基礎能力試験の出題範囲
以下に掲げる分野から出題する。
知識分野（社会科学、人文科学）
知能分野（文章理解）

 試験地 東京都
 合格者発表 令和７年９月29日（月）以
降、参議院令和７年試験マイページで発表
する。

 第２次試験…第１次試験合格者に対して行
う。
面接試験（個別面接）
 実施日 令和７年10月９日（木）～11日
（土）の間で指定する日
 試験地 東京都
 合格者発表 令和７年10月16日（木）以
降、参議院令和７年試験マイページで発表
する。

 第３次試験…第２次試験合格者に対して行
う。
面接試験（個別面接）
 実施日 令和７年10月24日（金）、25日
（土）のうち指定する日
 試験地 東京都
 最終合格者発表 令和７年10月30日（木）
以降、各人に郵送にて通知する。

３ 受験資格
 年齢等
［年齢］昭和50年４月２日以降に生まれた者
［学歴］次のいずれかに該当する者

 大学を卒業した者又はこれと同
等の資格を有すると法制局長が認
める者
 短期大学若しくは高等専門学校
を卒業した者又はこれと同等の資
格を有すると法制局長が認める者

［職歴］令和７年８月末現在で、民間企業・
官公庁等において職務経験を１年以上
有し、その期間中に秘書業務に従事し
た経験を有すること。
※ 職務経験とは、同一企業等で会社
員、公務員、団体職員等として１週
間当たりの所定労働時間が20時間以
上で１年以上継続して就業していた

期間。なお、連続した１月以上の休
業期間（産前・産後の休業期間は除
く）は、職務経験の期間から除く。

 欠格事由（次のいずれかに該当する者は、
受験資格がない。）
 日本の国籍を有しない者
 国会職員法第２条の規定により国会職員
となることができない者

５ 受験手続
 ８月18日（月）から９月16日（火）正午ま
での間に、参議院法制局ホームページ
（https://houseikyoku.sangiin.go.jp/
adoption/type/ippan.htm）からインターネッ
ト申込専用サイトへアクセスし、画面の指示
に従って必要事項を正しく入力し、送信する
こと。
※ インターネット環境がないことなどによ
りインターネット申込みができない場合
は、９月２日（火）までに参議院法制局総
務課まで問い合わせること。
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測 量 及 び 調 査 を

行 っ た 者 の 名 称

申 請 を 行 っ た 者 の

名 称 地 図 及 び 簿 冊 の 名 称 測 量 及 び 調 査 を 行 っ た 地 域

北 陸 地 方 整 備 局

富 山 河 川 国 道 事

務 所

北 陸 地 方 整 備 局 長 一 般 国 道 ８ 号 豊 田 新 屋 立 体

整 備 事 業 の 用 地 取 得 に 伴 い

作 成 し た 地 図 及 び 調 査 簿

富 山 県 富 山 市 飯 野 及 び 新 屋

の 一 部

宮 城 県 宮 城 県 知 事 気 仙 沼 地 区 大 谷 工 区 農 山

漁 村 地 域 復 興 基 盤 総 合 整 備

事 業

宮 城 県 気 仙 沼 市 本 吉 町 滝 根

の 一 部 、 長 根 の 一 部 、 窪 の

一 部 、 三 島 の 一 部 、 大 谷 の

一 部

宮 城 県 宮 城 県 知 事 気 仙 沼 地 区 杉 ノ 下 工 区 農

山 漁 村 地 域 復 興 基 盤 総 合 整

備 事 業

宮 城 県 気 仙 沼 市 波 路 上 の 一

部

九 州 地 方 整 備 局

福 岡 国 道 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局 長 一 般 国 道 ３ 号 博 多 バ イ パ ス

（ 下 臼 井 〜 空 港 口 ） 事 業 の

用 地 取 得 に 伴 い 作 成 し た 地

図 及 び 調 査 簿

福 岡 市 東 区 二 又 瀬 新 町 の 一

部 、 福 岡 市 博 多 区 大 井 一 丁

目 の 一 部 、 福 岡 市 博 多 区 大

字 下 臼 井 字 苫 尾 の 一 部 、 福

岡 市 博 多 区 吉 塚 八 丁 目 の 一

部
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 問合せ先
参議院法制局総務課
ＴＥＬ 0355217729
E‑mail h-soumu@sangiin-sk.go.jp

 その他
・ 受験に際し、身体等に障害があるため
特に何らかの措置を希望する場合は、受
験申込時にその旨を参議院法制局総務課
に申し出ること。
・ 面接試験（第２次試験及び第３次試験）
の参考とするため、第１次試験の合格者
に対して、性格検査を行う。

採用候補者名簿の有効期間の満了
人事院規則８12（職員の任免）第14条第１項
の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に
基づいて作成されたすべての採用候補者名簿の有
効期間は、令和７年８月15日をもって満了した。
令和７年８月 18 日
人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一
人事院北海道事務局第二課長 立野 雅彦
人事院東北事務局第二課長 藤谷 康之

人事院関東事務局第二課長 善家 俊介
人事院中部事務局第二課長 川上 洋司
人事院近畿事務局第二課長 宇賀 二郎
人事院中国事務局第二課長 山下 宣英
人事院四国事務局第二課長 田村 倫生
人事院九州事務局第二課長 小野 一敏
人事院沖縄事務所調査課長 穀田 聡

記
2022年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度
試験）

国 土 調 査 法 に 基 づ く 国 土 調 査 と 同 一 の 効 果 が あ る も の と し て の 指 定 の 公 告

国 土 調 査 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 九 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 地 図 及 び 簿 冊 を

同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 認 証 さ れ た 国 土 調 査 の 成 果 と 同 一 の 効 果 が あ る も の と し て 令 和 七 年 七 月 二 十

九 日 付 け で 指 定 し た の で 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に 基 づ き 公 告 す る 。

令 和 七 年 八 月 十 八 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

人事院規則８12（職員の任免）第14条第１項
の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に
基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間
は、令和７年８月15日をもって満了した。
令和７年８月 18 日
人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一

記
2022年度国税専門官採用試験
2022年度労働基準監督官採用試験
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相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告

諸 事 項

工 場 財 団

沖縄県那覇市泉崎一丁目10番３号株式会社琉球
新報社の工場財団に沖縄県那覇市字天久905番地
琉球新報社制作センタ一の機械、器具等を追加す
る変更登記申請に係る動産につき権利を有する
者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から
32日以内に権利を申し出て下さい。
令和７年８月 18 日 那覇地方法務局

建設業の許可の取消処分の公告

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和７年８月 18 日

北陸地方整備局長 髙松 諭

鉄道財団（催告）

大阪府豊中市寺内二丁目４番１号北大阪急行電
鉄株式会社から所属鉄道千里中央・南北線鉄分界
点間につき既設鉄道財団（鉄道抵当原簿第607号）
に編入するため、鉄道抵当法の規定に基づき鉄道
財団拡張の認可申請がありました。
よって、この鉄道財団に属すべきものに関して
所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若
しくは仮処分の債権者又は鉄道財団に属すべき不
動産に関して賃借権を有する者は、令和７年９月
18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、鉄道財団目録は国土交通省鉄道局に備え
つけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
令和７年８月 18 日 国土交通省

軌道財団（催告）

大阪府豊中市寺内二丁目４番１号北大阪急行電
鉄株式会社から南北線鉄軌分界点・箕面萱野間に
つき鉄道抵当法の規定に基づき軌道財団設定の認
可申請がありました。
よって、この軌道財団に属すべきものに関して
所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若
しくは仮処分の債権者又は軌道財団に属すべき不
動産に関して賃借権を有する者は、令和７年９月
18日までに国土交通大臣に申し出て下さい。
なお、軌道財団目録は国土交通省鉄道局に備え
つけてありますから、関係者は閲覧して下さい。
令和７年８月 18 日 国土交通省

１ 処分をした年月日 令和７年７月22日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 東洋電機工業株式会
社 皆川 英生 新潟県魚沼市原虫野385 国
土交通大臣許可（般５）第17861号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（消防施設工事業に関する一般建
設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年７月18日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。
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公 示 催 告

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告

除 権 決 定
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破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間
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号

官
報






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

破産債権の届出期間及び一般
調査期間






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告 免責許可申立てに関する意見
申述期間

特別清算開始
令和７年（ヒ）第３０２４号
大阪市西区北堀江２丁目２番27号
清算株式会社 株式会社クリスタル・クロス
代表清算人 山崎 敦史
１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

大阪地方裁判所第６民事部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第４号
石川県七尾市和倉町ワ部２番地４
清算株式会社 株式会社ニュー青海荘
１ 決定年月日 令和７年７月30日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

金沢地方裁判所民事部
令和７年（ヒ）第３０１２号
大阪市中央区内平野町１丁目３番６号ＪＰＣ
ビル
清算株式会社 株式会社ＳＹＭ
１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第３０１３号
大阪市中央区内平野町１丁目３番６号ＪＰＣ
ビル
清算株式会社 株式会社ＭＥＲＧＩＣ
１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第３０１４号
大阪市中央区内平野町１丁目３番６号ＪＰＣ
ビル
清算株式会社 ＰＲＯ株式会社

１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第３０１５号
大阪市中央区内平野町１丁目３番６号
清算株式会社 株式会社夢想塾
１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第３０１６号
大阪市中央区内平野町１丁目３番６号
清算株式会社 株式会社エデュース
１ 決定年月日 令和７年８月１日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部

特別清算協定認可
令和６年（ヒ）第２０７７号
東京都港区赤坂４丁目５番17号
清算株式会社 株式会社ブレインズワーク・ア
ソシエイツ
代表清算人 滝 邦彦
１ 決定年月日 令和７年７月31日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対
し、本協定の認可の決定が確定した日から１か
月以内に、換価代金から必要な費用を控除した
残額を、各協定債権者に応じて按分して弁済す
る。
２ 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権
の総額から各弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
３ 第１項の弁済後、清算株式会社に新たな財産
が発見されたときは、清算株式会社は、これを
速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除した残額を各協定債権
者の割合に応じて弁済する。この場合において
は、各協定債権者が前項の規定により行った免
除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うも
のとする。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部





令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

令和７年（ヒ）第３０２２号
大阪市中央区北久宝寺町２丁目１番７号本町
和光ビル内
清算株式会社 株式会社吉川化学工業所
代表清算人 川 尚人
１ 決定年月日 令和７年７月31日
２ 主文 本件協定を認可する。

協定
１ 本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、及
び特別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を除いた債権（以下「協定債
権」という。）であり、同債権を有するものを
協定債権者という。
２ 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、
清算株式会社に対する協定債権の全額（協定
債権に対する利息、遅延損害金の一切を含
む。）につき、その債務を免除する。
３ 前項の債務免除の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を別
紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分
して弁済する（ただし、１円未満の端数につ
いては一律に切り捨てて弁済額を計算す
る。）。この場合における弁済は、各協定債権
者の指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清算株
式会社の負担とする。
４ 前項の場合においては、各協定債権者が第
２項の規定により行った債務の免除は、新た
にされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
（別紙省略）

以上
大阪地方裁判所第６民事部

再生手続開始

再生手続終結

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報
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



令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
月
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 月曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
二
四
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
二
四
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

北
海
道
帯
広
市
西
二
十
四
条
北
一
丁
目
三
番
一
九
号

（
甲
）
株
式
会
社
桃
華
楽
堂

代
表
取
締
役

小
田

文
英

北
海
道
帯
広
市
西
二
十
四
条
北
一
丁
目
三
番
一
九
号

（
乙
）
桃
華
楽
堂
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
田

豊

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
丙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

三
十
六
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

三
十
六
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

（
丙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

三
十
六
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
二
番
九
号

（
甲
）
鶴
洋
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

知
則

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
二
番
九
号

（
乙
）
ア
ス
タ
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

知
則

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
二
番
九
号

（
丙
）
雄
興
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

知
則

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
電
子
公
告

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
u -la
n
d
.co
.jp
/

開
示
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
一
番
一
号

（
甲
）
東
急
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

星
野

浩
明

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
一
番
地

さ
く
ら
綜
合
事
務
所
内

（
乙
）
箕
面
エ
ス
・
シ
ー
有
限
会
社

取
締
役

林

健
二

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
甲
の

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
九
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
乙
は
会
社
法
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

一
五
六
頁
（
号
外
第
一
六
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

掲
載
頁

七
十
頁
（
号
外
第
一
四
一
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
北
区
東
十
条
三
丁
目
一
〇
番
三
六
号

（
甲
）
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ａ
Ｎ
ク
ロ
レ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
沢

宏
和

東
京
都
北
区
東
十
条
三
丁
目
一
〇
番
三
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｋ
Ｇ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

岩
﨑

秋
親

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
全
株
式

を
所
有
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株

式
の
発
行
及
び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

（
丙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

（
丁
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
四
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
豆
蔵
デ
ジ
タ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

代
表
取
締
役

中
原

徹
也

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
豆
蔵

代
表
取
締
役

中
原

徹
也

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
金
山
一
丁
目
一
四
番
一
八
号

（
丙
）
株
式
会
社
コ
ー
ワ
メ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

中
原

徹
也

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号
新
宿
三
井

ビ
ル
三
四
階

（
丁
）
株
式
会
社
エ
ヌ
テ
ィ
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
ズ

代
表
取
締
役

中
原

徹
也





令和年月日 月曜日 第号官 報
合
併
公
告

債
権
者
及
び
株
主
等
関
係
者

各
位

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
甲
は

会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認

決
議
は
経
ず
、
乙
の
株
主
総
会
決
議
は
令
和
七
年
七
月
十

一
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
日

掲
載
頁

一
三
九
頁
（
号
外
第
一
五
一
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
美
土
代
町
七
番
地

（
甲
）
応
用
地
質
株
式
会
社

代
表
取
締
役

天
野

洋
文

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
一
丁
目
四
五
三

番
地
二

（
乙
）
株
式
会
社
ジ
オ
フ
ァ
イ
ブ

代
表
取
締
役

五
江
渕

通

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

掲
載
頁

五
十
二
頁
（
号
外
第
九
十
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
九
十
四
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
ロ
ジ
ス
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株

式
会
社

代
表
取
締
役

金
井

真
吾

大
阪
府
高
槻
市
三
箇
牧
一
丁
目
三
五
番
四
号

（
乙
）
デ
イ
リ
ー
ト
ラ
ン
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
梨

雅
弘

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
五
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
一
六
二
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

二
九
二
頁
（
号
外
第
一
六
八
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
八
王
子
市
宇
津
木
町
五
二
三
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ペ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

本
多

伸
彦

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
平
岸
二
条
六
丁
目
一

一

四

三
慶
ビ
ル
四
Ｆ（

乙
）
株
式
会
社
ト
ラ
イ
シ
ス

代
表
取
締
役

加
藤

潔

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h
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（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

（
丙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号
城
山
ト
ラ

ス
ト
タ
ワ
ー
三
七
階

（
甲
）
ク
オ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

柄
澤

忍

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
門
町
一
丁
目
九
三

番
一
階
Ｂ

（
乙
）
株
式
会
社
行
徳
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

代
表
取
締
役
社
長

本
淳
一
郎

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
二
九
番
一
〇
号

（
丙
）
株
式
会
社
ボ
ト
ム
ハ
ー
ト

代
表
取
締
役
社
長

本
淳
一
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
の
う
ち
甲
及
び
乙
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の

権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
（
第
一
合
併
）。

ま
た
、
左
記
会
社
の
う
ち
甲
及
び
丙
は
、
第
一
合
併
の

効
力
発
生
を
停
止
条
件
と
し
て
、
第
一
合
併
の
効
力
発
生

直
後
に
合
併
し
て
、
甲
は
丙
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し

て
存
続
し
、
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
（
第
二
合
併
）。

ま
た
、
左
記
会
社
の
う
ち
甲
及
び
丁
は
、
第
二
合
併
の

効
力
発
生
を
停
止
条
件
と
し
て
、
第
二
合
併
の
効
力
発
生

直
後
に
合
併
し
て
、
丁
は
甲
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し

て
存
続
し
、
甲
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
（
第
三
合
併
）。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
・
丙
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

（
丁
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内

（
甲
）
Ｇ
Ｃ
Ｊ
Ｇ
５
０
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
野

貴
司

広
島
市
南
区
的
場
町
一
丁
目
五
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ツ

代
表
取
締
役

西
野

貴
司

広
島
市
南
区
的
場
町
一
丁
目
五
番
五
号

（
丙
）
株
式
会
社
ミ
ワ
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

西
野

貴
司

広
島
市
南
区
的
場
町
一
丁
目
五
番
五
号

（
丁
）
株
式
会
社
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ツ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス代

表
取
締
役

西
野

貴
司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
六
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
九
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
六
日

掲
載
頁

五
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
九
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九
階
Ｗ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
内

（
甲
）
Ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ

Ｏ
ｎ
Ｄ

ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

シ
ャ
ナ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ヘ
レ

ン
・
ラ
ト
ン

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九
階
Ｗ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
内

（
乙
）
サ
バ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

シ
ャ
ナ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ヘ
レ

ン
・
ラ
ト
ン

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）h
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令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
町
田
市
鶴
間
八
丁
目
一
七
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
ケ
ー
ユ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

板
東

徹
行

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
相
模
大
野
一
丁
目
三
五

番
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｒ
Ｓ
ケ
ー
ユ
ー

代
表
取
締
役

板
東

徹
行





令和年月日 月曜日 第号官 報

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
甲
が
営
む
道
府
県
、

市
町
村
及
び
特
別
区
向
け
国
内
消
防
防
災
事
業
の
う
ち
保

守
事
業
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
開
発
・
製
造
事
業
及
び
サ
ー
ビ
ス

提
供
事
業
を
除
く
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
乙

に
承
継
さ
せ
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
七
番
一
号

（
甲
）
日
本
電
気
株
式
会
社

取
締
役
代
表
執
行
役
社
長

森
田

隆
之

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
四
号

（
乙
）
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式

会
社

代
表
取
締
役
社
長

牛
島

祐
之

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
日
本
電
気
株
式
会
社

か
ら
承
継
す
る
同
社
が
営
む
道
府
県
、
市
町
村
及
び
特
別

区
向
け
国
内
消
防
防
災
事
業
の
う
ち
保
守
事
業
、
プ
ロ
ダ

ク
ト
開
発
・
製
造
事
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
を
除
く

事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
乙
に
承
継
さ
せ
、
乙

は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

七
十
八
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
四
号

（
甲
）
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式

会
社

代
表
取
締
役
社
長

牛
島

祐
之

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
四
号

（
乙
）
Ｎ
Ｅ
Ｃ
ネ
ッ
ツ
エ
ス
ア
イ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
執
行
役
員
社
長

大
野

道
生

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
六
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
九
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
六
日

掲
載
頁

五
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
九
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九
階
Ｗ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
内

（
甲
）
Ｃ
ｏ
ｒ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ

Ｏ
ｎ
Ｄ

ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

シ
ャ
ナ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ヘ
レ

ン
・
ラ
ト
ン

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九
階
Ｗ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
内

（
乙
）
サ
ム
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

シ
ャ
ナ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ヘ
レ

ン
・
ラ
ト
ン

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
麻
布
十
番
三

九

六
ス
バ
ル
Ｍ
三

〇
一

（
甲
）
合
同
会
社
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
ジ
ャ
パ
ン

代
表
社
員

浅
村

政
寿

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
二

二
大
阪
駅
前
第
二

ビ
ル

（
乙
）
合
同
会
社
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
ジ
ャ
パ
ン

代
表
社
員

片
岡

美
穂

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
お
よ
び
丙
の
権
利
義
務

全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
お
よ
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

掲
載
頁

七
十
四
頁
（
号
外
第
一
四
一
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

五
十
二
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

（
丙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
大
橋
辺
一
六
番
地
一
〇

（
甲
）
株
式
会
社
日
本
医
学
臨
床
検
査
研
究
所

代
表
取
締
役

勝
間
田
清
人

長
野
市
ア
ー
ク
ス
一
番
一
九
号

（
乙
）
株
式
会
社
北
信
臨
床

代
表
取
締
役

三
井

義
文

群
馬
県
前
橋
市
鶴
光
路
町
一
四
一
番
地
の
一
五

（
丙
）
株
式
会
社
エ
ス
ア
ー
ル
エ
ル
北
関
東
検

査
セ
ン
タ
ー代

表
取
締
役

三
井

義
文

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
八
日

掲
載
頁

十
頁

令
和
七
年
八
月
十
八
日

大
阪
市
中
央
区
高
麗
橋
三
丁
目
二
番
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｔ
Ｏ

代
表
取
締
役

太
田

卓
利

東
京
都
中
央
区
京
橋
三

七

五

（
乙
）
株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
・
プ
ロ
パ

テ
ィ

代
表
取
締
役

高
石

晃
佑

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.fa
n
cl.jp
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.fa
n
cl.jp
/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山
下
町
八
九
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
フ
ァ
ン
ケ
ル

代
表
取
締
役

三
橋

英
記

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山
下
町
八
九
番
地
一

（
乙
）
株
式
会
社
ネ
オ
エ
フ

代
表
取
締
役

堂
下

亮

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

三
十
九
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
四
丁
目
一
番
三
号

（
甲
）
株
式
会
社
翻
訳
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

二
宮
俊
一
郎

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁
目
一
二
番
三
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｆ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ｓ

代
表
取
締
役

二
宮
俊
一
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
六
十
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
六
十
九
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

沖
縄
県
那
覇
市
首
里
末
吉
町
三
丁
目
五
七
番
地
の
六

（
甲
）
株
式
会
社
沖
縄
設
計
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

川
満

一
史

沖
縄
県
名
護
市
字
屋
部
五
一
六
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ー
ス
プ
ラ
ン

代
表
取
締
役

前
川

孝
之





令和年月日 月曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
浅
草
セ
ン
ト
ラ

ル
ホ
テ
ル
運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
s://k
essa
n
.in
fo
/981059196.h

tm
l

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
三
番
三
号

（
甲
）
ペ
リ
カ
ン
ホ
テ
ル
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

剛

嘉
徳

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
三
番
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
ペ
リ
カ
ン
観
光

代
表
取
締
役

剛

嘉
徳

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
グ
ラ
ン
ド
セ
ン

ト
ラ
ル
ホ
テ
ル
運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し

乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
s://k
essa
n
.in
fo
/982007926.h

tm
l

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
三
番
三
号

（
甲
）
ペ
リ
カ
ン
ホ
テ
ル
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

剛

嘉
徳

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
三
番
三
号

（
乙
）
ペ
リ
カ
ン
企
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

剛

嘉
徳

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
乙
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
箱
根
ガ

ラ
ス
の
森
リ
ゾ
ー
ト
（
甲
、
名
古
屋
市
中
村
区
那
古
野
一

丁
目
四
三
番
五
号
）
に
対
し
て
当
社
の
文
化
事
業
（
箱
根

ガ
ラ
ス
の
森
美
術
館
の
施
設
運
営
、
同
美
術
館
に
関
連
す

る
商
品
販
売
・
飲
食
物
販
売
・
飲
食
業
）
に
関
す
る
権
利

義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
の
株

主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
八
月
七
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

乙
に
お
い
て
は
会
社
法
第
七
八
四
条
第
二
項
に
基
づ

き
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
こ
の
吸
収
分
割
を

決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
七
日

掲
載
頁

一
七
一
頁
（
号
外
第
一
三
三
号
）

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
八
王
子
市
南
浅
川
町
三
四
二
六
番
地

株
式
会
社
う
か
い

代
表
取
締
役

紺
野

俊
也

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
乙
は
甲
の
自
動
車（
四
輪
、

二
輪
及
び
イ
ン
テ
リ
ア
）
に
係
る
電
子
事
業
の
う
ち
、
設

計
・
開
発
及
び
販
売
に
係
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
、
甲
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
確
定
し
た
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
二
丁
目
九
番
一
三
号

（
甲
）
ス
タ
ン
レ
ー
電
気
株
式
会
社

代
表
取
締
役

貝
住

泰
昭

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
二
丁
目
九
番
一
三
号

（
乙
）
ス
タ
ン
レ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
エ
レ
ク
ト

リ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

遠
藤

雅
夫

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
乙
は
甲
の
灯
火
制
御
機
器

事
業
の
う
ち
、
設
計
・
開
発
及
び
販
売
に
係
る
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
甲
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）http
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w
w
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ielectric -m

o
b
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（
乙
）確
定
し
た
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
三
号

（
甲
）
三
菱
電
機
モ
ビ
リ
テ
ィ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

和
徳

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
二
丁
目
九
番
一
三
号

（
乙
）
ス
タ
ン
レ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
エ
レ
ク
ト

リ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

遠
藤

雅
夫

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
乙
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
フ
ァ
ミ

リ
ー
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
（
甲
、
東
京
都
港
区
愛
宕
二
丁

目
五
番
一
号
）
に
対
し
て
当
社
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ー
ビ
ス

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
当
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
七
月
三
十
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
一
六
〇
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

一
〇
九
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
六
番
二
号

野
村
不
動
産
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

問
田

和
宏

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
電
子
マ
ネ
ー
に

関
す
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
五
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
一
〇
七
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
九
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
番
五
号

（
甲
）
楽
天
Ｅ
ｄ
ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

和
田

圭

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

（
乙
）
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
カ
ー
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

谷
田

智
昭

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
成
城
石
井
事
業

に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
七
四
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

（
乙
）h
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令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
世
田
谷
区
成
城
六
丁
目
一
一
番
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
成
城
石
井

代
表
取
締
役

後
藤

勝
基

大
阪
市
北
区
芝
田
一
丁
目
一
六
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
エ
キ
・
リ
テ
ー
ル
・
サ
ー
ビ

ス
阪
急
阪
神代

表
取
締
役

小
林

啓
輔





令和年月日 月曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
う
か
い

（
乙
、住
所
東
京
都
八
王
子
市
南
浅
川
町
三
四
二
六
番
地
）

の
文
化
事
業
（
箱
根
ガ
ラ
ス
の
森
美
術
館
の
施
設
運
営
、

同
美
術
館
に
関
す
る
商
品
販
売
・
飲
食
物
販
売
・
飲
食

業
）
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
当
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
八
月
七
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
七
日

掲
載
頁

一
七
一
頁
（
号
外
第
一
三
三
号
）

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

名
古
屋
市
中
村
区
那
古
野
一
丁
目
四
三
番
五
号

株
式
会
社
箱
根
ガ
ラ
ス
の
森
リ
ゾ
ー
ト

代
表
取
締
役

谷
口

幸
雄

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
介
護
事
業
（
店

舗
名
：
ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
さ
く
ら
ぎ
、グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム「
さ

く
ら
ぎ
庵
」）お
よ
び
太
陽
光
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

愛
知
県
大
府
市
桜
木
町
四
丁
目
一
番
地
の
一

（
甲
）
株
式
会
社
さ
く
ら
ぎ

代
表
取
締
役

安
井

文
子

愛
知
県
東
海
市
加
木
屋
町
東
大
堀
二
七
番
地
の
一
〇

（
乙
）
有
限
会
社
フ
タ
バ
メ
イ
ト

代
表
取
締
役

安
井

文
子

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

大
阪
府
高
槻
市
奈
佐
原
二
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
テ
ラ
ス
フ
ィ
ー
ル

代
表
取
締
役

田
中

秀
明

大
阪
府
高
槻
市
奈
佐
原
二
丁
目
五
番
一
号

（
乙
）
有
限
会
社
テ
ィ
エ
ス
ア
イ

代
表
取
締
役

田
中

秀
明

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｅ

Ｓ
（
住
所

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
二
丁
目
一
六
番
一

一
号
高
田
馬
場
２
１
６
ビ
ル
七
階
）
に
対
し
て
当
社
の
エ

ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
一
日

掲
載
頁

一
三
五
頁
（
号
外
第
一
七
六
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
新
宿
区
下
落
合
四
丁
目
二
一
番
二
五
号

株
式
会
社
Ｔ

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

代
表
取
締
役

丹
野

直
人

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｆ

Ｓ
（
住
所

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
二
丁
目
一
六
番
一

一
号
高
田
馬
場
２
１
６
ビ
ル
七
階
）
に
対
し
て
当
社
の

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
一
日

掲
載
頁

一
三
五
頁
（
号
外
第
一
七
六
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
新
宿
区
下
落
合
四
丁
目
二
一
番
二
五
号

株
式
会
社
Ｔ

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

代
表
取
締
役

丹
野

直
人

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
北
島
商
事
株
式

会
社
（
住
所
神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
上
溝
二
〇
三
二

番
地
一
二
）
に
対
し
て
当
社
の
不
動
産
賃
貸
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
十
八
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
上
溝
二
二
三
三
番
地

の
一

キ
タ
ジ
マ
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
島

毅

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

千
葉
市
中
央
区
富
士
見
一
丁
目
一
四
番
一
三
号
千

葉
大
栄
ビ
ル
八
Ｆ

合
同
会
社
ク
リ
エ
イ
ト

代
表
社
員

中
西

孝
之

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
江
戸
川
区
南
篠
崎
町
二
丁
目
一
〇
番
七
号

合
同
会
社
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

代
表
社
員

髙
橋

弘
孝

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ
株
式
会

社
と
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
十
日
で
あ
り
、
当
社

の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
九
月
九
日
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
江
戸
川
区
東
葛
西
六
丁
目
三
六
番
一
四
号

カ
ー
ロ
ヴ
ィ
レ
ッ
タ
Ⅱ
一
〇
二

Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ
合
同
会
社

代
表
社
員

市
川

賢
治

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
八
番
九
号
東
武

ビ
ル
六
階

合
同
会
社
イ
ル
ホ
ー
プ

代
表
社
員

足
立
あ
ゆ
み

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
尻
手
三
丁
目
五

五

三
〇
二

合
同
会
社
シ
ー
ア

代
表
社
員

小
坂
田
正
英

組
織
変
更
公
告

当
社
は
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
は
る
ひ
野
二
丁
目
三
〇

番
九
号

合
同
会
社
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ア
ッ
プ
ス
タ
ー
ト

代
表
社
員

村
上

肇

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は98W

IN
E
s 株
式
会
社

と
し
ま

す
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
当
社

の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
に

終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
福
生
里
二
五
〇
番
地
一

98W
IN
E
s 合
同
会
社

代
表
社
員

平
山

繁
之





令和年月日 月曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

愛
知
県
清
須
市
寺
野
美
鈴
一
二
五
番
地

合
同
会
社
リ
デ
グ

代
表
社
員

大
島

創

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

大
阪
市
淀
川
区
十
八
条
三
丁
目
一
番
二
九

一
〇

一
号

合
同
会
社
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｒ
ｅ
ｘ

代
表
社
員

坂
中

拓
馬

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
組
織
変
更

後
の
商
号
は
株
式
会
社
い
ち
か
ら
ホ
ー
ム
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

和
歌
山
県
新
宮
市
木
ノ
川
一
七
六
番
地
の
二

合
同
会
社
い
ち
か
ら
ホ
ー
ム

代
表
社
員

川
嶋

隆
司

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
五
十
万
円
減
少
し
九
百
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

北
海
道
河
西
郡
芽
室
町
東
十
一
条
十
丁
目
一
番
地

有
限
会
社
ウ
ッ
ド
ブ
ル

代
表
取
締
役

青
木

昇

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
六
億
四
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

二
十
五
頁

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

株
式
会
社
集
英
社
Ｄ
ｅ
Ｎ
Ａ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ツ

代
表
取
締
役

渡
辺

圭
吾

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
し
八
千
五
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
九
月
二
日
に
予
定
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
二
頁
（
号
外
第
二
九
二
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

沖
縄
県
那
覇
市
久
茂
地
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
ブ
ル
ー
ブ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

志
茂

英
之

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
大
忠
と
の
株
式
交
換（
以
下「
本
株
式
交
換
」）

に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
資
本
準
備
金
の
額
に
つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る

資
本
準
備
金
の
増
加
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
に
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
八
月
十
八
日

大
阪
府
寝
屋
川
市
仁
和
寺
本
町
二
丁
目
一
一
番
一

一
号

株
式
会
社
Ｓ
＆
Ｄ

代
表
取
締
役

大
戸

志
浦

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
都
冷
蔵
と
の
株
式
交
換
（
以
下
「
本
株
式
交

換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額
に
つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に

よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

兵
庫
県
洲
本
市
五
色
町
都
志
大
宮
一
六
〇
番
地
二

株
式
会
社
都
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

大
山

智
弘

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
を
効
力
発
生
日
と

す
る
株
式
会
社
梶
谷
集
成
材
と
の
株
式
交
換
（
以
下
「
本

株
式
交
換
」
と
い
う
）
の
効
力
発
生
を
条
件
と
し
て
、
本

株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加
額
の
全
額
を
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

奈
良
県
天
理
市
西
長
柄
町
二
七
六
番
地

株
式
会
社
梶
谷
Ｈ
Ｄ

代
表
取
締
役

梶
谷

忠
右

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
億
四
千
九
百
九
十
八
万
二

千
二
百
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
七
億
五
千
五
百
三
十
二

万
五
千
五
百
八
十
六
円
減
少
し
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額

の
全
額
を
資
本
準
備
金
と
し
て
、
減
少
す
る
資
本
準
備
金

の
額
の
全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
と
し
て
処
理
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
七
年

九
月
十
八
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://k
.secu

re.freee.co
.jp
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m
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a
n
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a
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u
n
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令
和
七
年
八
月
十
八
日

千
葉
県
柏
市
柏
の
葉
六

六

二

三
井
リ
ン
ク

ラ
ボ
柏
の
葉
一

一
〇
一
号
室

株
式
会
社
Ｐ
ａ
ｌ
ｅ

Ｂ
ｌ
ｕ
ｅ

代
表
取
締
役

浅
川

純

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
十
二
億
五
千
九
百
八
十
九

万
三
千
四
百
八
十
一
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
十
三
億

四
千
二
百
九
十
九
万
三
千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。
本
減
資
は
、株
主
総
会
決
議
に
よ
る
承
認
を
得
て
、

実
施
い
た
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
三
鷹
市
大
沢
六
丁
目
一
一
番
二
五
号

株
式
会
社
ジ
ャ
ム
コ

代
表
取
締
役
社
長

森
本

大

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、資
本
金
の
額
を
八
千
九
百
五
万
六
千
二
百
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
一
億
二
千
九
百
万
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
五
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
四
頁
（
号
外
第
二
九
二
号
）

令
和
七
年
八
月
十
八
日

名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
五
番
三
一
号

株
式
会
社
ベ
ル
デ
ア
ク
ア

代
表
取
締
役

竹
廣

洋
児

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
十
七
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
又
は
登
録
株
式
質

権
者
を
も
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
者
と
定

め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
一
番
一
七
号

株
式
会
社
ホ
ー
ル
マ
ン

代
表
取
締
役

小
野

元
照





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

八
三

一
六
「
高
谷

岩
男
」
は
削
る
。

（
原
稿
誤
り
）

一
二
一
六
〜
七中

央
２
丁
目
1671

番
地
２

西
小
泉
４
丁
目
13

番
21号

令和年月日 月曜日 第号官 報
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
三
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
://sn
n
m
.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/tm
k
̲to
k
y
o
̲tn
1/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

特
定
目
的
会
社
東
京
Ｔ
Ｎ
１

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
五
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
五
月
十
三
日
付
官
報

の
号
外
第
一
〇
五
号
一
一
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
二
番
八
号

Ｙ
Ｆ

Ｊ
Ｒ
Ｅ

Ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

本
吉

進

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
億
二
千
百
八
十
万

六
千
七
十
三
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001029/q

y
43/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｌ
Ｇ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
九
億
千
三
百
五
十
四

万
七
千
八
百
五
十
六
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000996/7p

7e/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｒ
Ｐ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
百
八
十
七
万
六

千
二
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001168/b

e87/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｒ
Ｐ
２
Ｂ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
千
八
百
十
三
万
四

千
五
百
二
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001399/94h

o
/

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｒ
Ｐ
２
Ｃ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
一
億
五
千
万
口
を
消
却
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券

を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
九
月

十
九
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
二
番
八
号

Ｙ
Ｆ

Ｊ
Ｒ
Ｅ

Ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

本
吉

進

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
三
千
八
百
十
三
万
四
千
五

百
二
十
口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で

あ
る
令
和
七
年
九
月
十
九
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ａ
Ｐ

Ｊ
Ｎ
Ｒ
Ｐ
２
Ｃ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

債
権
申
出
の
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
ま
し
た
が
、
残
余
財
産
の
清
算

の
た
め
、
令
和
七
年
七
月
二
日
、
神
戸
地
方
裁
判
所
姫
路

支
部
（
令
和
七
年
（
ヒ
）
第
四
号
）
よ
り
、
当
職
が
清
算

人
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

兵
庫
県
加
古
川
市
平
荘
町
池
尻
字
八
橋
四
九
一
番

地
の
一

有
限
会
社
薬
局
加
古
川
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

清
算
人

弁
護
士

新

智
博

連
絡
先

兵
庫
県
姫
路
市
南
駅
前
町
一
〇
〇
番
地

パ
ラ
シ
オ
第
２
ビ
ル

弁
護
士
法
人
レ
ク
シ
ー
ド

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
八

月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し
た

の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確

定
給
付
企
業
年
金
制
度
の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
新
港
一
七
番
地

千
葉
製
粉
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

榎
本

健
史

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
十
一
日
（
号
外
第
一
二
九
号
）
掲
載
の

旅
行
業
者
営
業
保
証
金
取
戻
し
公
告
中
、「

本
社
営
業

所

」
と
あ
る
は
「

本
店

」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
江
戸
川
区
西
葛
西
六
丁
目
一
三
番
一
四
号

株
式
会
社
Ｋ
Ｉ
Ｃ

代
表
取
締
役

ラ
ジ
ェ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
（
号
外
第
一
一
五
号
）
掲
載

の
解
散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
港
区
麻
布
台
一
丁
目
三
番
一
号
麻
布
台
ヒ

ル
ズ
森
Ｊ
Ｐ
タ
ワ
ー

有
限
会
社
千
代
田
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
保
証

清
算
人

落
合

幸
隆

令
和
七
年
六
月
十
日
褒
賞
欄
中

令
和
七
年
七
月
十
日
掲
載
の
前
橋
家
庭
裁
判
所
太
田
支

部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
二
〇
四
一
号
相
続
財
産
清

算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中


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